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｢脳脊髄液減少症｣とは
　交通事故による頸椎捻挫（むち打ち症）やスポ
ーツ外傷等身体への強い衝撃により、脳脊髄液が
漏れ続ける症状をいい、長期にわたり頭痛、頚部
痛、めまい、吐き気、視力低下、倦怠感などのほ
か、集中力、思考力、記憶力の低下など様々な症
状を呈する疾患であるとされている。
　 現在、専門家による研究が行われており、医
学的な解明が進められている段階
である。

学校に求められている対応①

※静岡県内の脳脊髄液減少症に対応可能な病院一
　覧は、静岡県健康福祉部疾病対策課および教育
　委員会ＨＰに掲載しています。

スポーツ外傷等事故が発生した後、
児童生徒等に頭痛やめまい等の症状
が見られる場合には、安静を保ちつ
つ医療機関を受診させたり、保護者
に連絡して医療機関の受診を促す。

学校に求められている対応②

入学当初から脳脊髄液減少症の症状
を呈しているが、保護者に尋ねても
原因不明で治療などを受けたことが
ない児童生徒の保護者には、「脳脊
髄液減少症」という病気があること
を伝え、医療機関の受診を勧める。



学校に求められている対応③

• 事故後の後遺症として通常の学校生
活を送ることに支障が生じているに
もかかわらず、まわりの人から単に
怠慢である等の批判を受け、十分な
理解を得られないなどの事例がある。

• 学校関係者は、この病気を理解し、
学習面を含め学校生活の様々な面で
適切に対応すること。

静岡県健康福祉部疾病対策課作成

　リーフレットと対応可能な病院一覧の活用

令和７年度「脳脊髄液減少症」または「脳脊髄液
減少症の疑い」と診断されている児童生徒数
　　　　　　　　　　　　（令和７年10月調査）

校　　　種 人　　数

小学生
市町立小学校（義務教育学校小学校段階含む）

県立特別支援学校小学部 ０人

中学生
市町立中学校（義務教育学校中学校段階含む）

県立高等学校中等部、県立中学校
県立特別支援学校中学部

１人

高校生
市立高等学校
県立高等学校（全日・定時・通信）
県立特別支援学校高等部

13人

合　　計 14人

（参考） 令和４年度　 小学生０人、中学生10人、高校生 ８人　計18人
　　　　 令和５年度　 小学生０人、中学生 4 人、高校生12人　計16人
　　　　 令和６年度　 小学生０人、中学生 ２人、高校生 ９人　計11人

１ 平成19年５月
　「学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応について」
       文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡
２ 平成24年９月５日
　「学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対応
       について」文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡
３ 平成29年３月21日
　「学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄減少症への適切な対応に
       ついて」文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡　

脳脊髄液減少症に関する通知

その他
・「脳脊髄液漏出症」に対する硬膜外自家血注入療法（いわゆるブラッ
　ドパッチ）は、平成28年度診療報酬改定において保険適用の対象とさ
　れた。（適宜、医療機関に相談）
・学校の管理下における負傷による当該症状の治療で、保険診療の対象
　となるものについては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実
　施する災害共済給付の対象となるので、留意する。


